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「
北
海
道
は
全
国
で
た
だ
ひ
と
つ
、
最
低
賃
金
が
生

活
保
護
の
基
準
額
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
ら
、

働
い
て
い
て
も
生
活
保
護
基
準
以
下
の
賃
金
の
人
も
多

い
は
ず
。
そ
う
し
た
人
は
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
？
」
道
議
会
で
こ
う
質
問
し
た

の
は
、
共
産
党
の
真
下
紀
子
議
員
で
す
。
知
事
も
「
働

い
て
い
て
も
、
要
件
を
満
た
せ
ば
生
活
保
護
が
受
け
ら

れ
る
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。
失
業
中
の
人
な
ら
受
け
ら

れ
る
可
能
性
は
さ
ら
に
大
き
く
な
り
ま
す
。

　
親
族
な
ど
の
扶
養
も
生
活
保
護
の
前
提
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。(

小
池
参
議
院
議
員
へ
の
国
会
答
弁
か
ら)

　
日
本
は
生
活
保
護
が
受
け
ら
れ
る
の
に
受
け
て
い
な

い
国
民
が
極
端
に
多
い
「
例
外
国
家
」
な
の
で
す
。

　
来
年
４
月
か
ら
の
消
費
増
税
に
加

え
、
70
歳
か
ら
75
歳
の
方
の
病
院
代

は
２
割
負
担
に
。
さ
ら
に
要
支
援
の

方
の
ヘ
ル
パ
ー
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を

介
護
保
険
か
ら
は
ず
し
、
年
金
支
給

年
齢
も
先
延
ば
し
に
す
る
。
安
倍
内

閣
は
憲
法
25
条
で
保
障
さ
れ
た
「
社

会
保
障
制
度
」
を
次
々
解
体
し
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。

　
安
倍
政
権
の
暴
走
政
治
に
ス
ト
ッ

プ
を
か
け
る
た
め
に
、
市
議
会
の
中

で
も
力
い
っ
ぱ
い
が
ん
ば
り
ま
す
。

　
冬
の
寒
さ
が
日
に
日
に
厳
し
く
な

っ
て
き
ま
し
た
。
「
今
年
の
灯
油
は

高
く
て
大
変
」
と
の
声
を
た
く
さ
ん

聞
き
ま
す
。

　
電
気
料
金
が
値
上
げ
に
な
り
ま
し

た
が
、
オ
ー
ル
電
化
住
宅
の
値
上
げ

幅
は
一
般
住
宅
の
２
倍
。
低
所
得
者

で
オ
ー
ル
電
化
の
市
営
住
宅
に
住
ん

で
い
る
人
は
、
ま
さ
に
青
息
吐
息
で

す
。

　
本
格
的
な
冬
場
に
向
か
い
、
高
齢

者
、
母
子
家
庭
、
障
が
い
者
、
低
所

得
者
世
帯
な
ど
へ
の
「
ぬ
く
も
り
助

成
金(

福
祉
灯
油)

」
を
市
議
会
で
提

案
し
ま
す
。
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　阿寒町在住のＳさんは、「今でさえ辛抱に辛抱を重ねて暮らしているのに、
自分の場合は1か月７６０円、１年間で9,020円引き下げられました。暖房費に
あてる冬期加算のカットは本当に堪えます。『どうやって生活していこうか』
と不安の毎日です。生活保護基準の切り下げを何としてもやめさせたい。」と
、知事を相手に不服審査請求を起こしました。生活と健康を守る会は全国いっ
せいに審査請求を起こしています。ぜひあなたも審査請求に参加して、生活保
護の引き下げをやめさせましょう。

　　　　　　　　　　(釧路生活と健康を守る会 ℡36-8138)

　
今
年
の
８
月
か
ら
、
生
活
保
護

費
が
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
３
年
間
で
生
活
費
部
分(

生
活

扶
助)

の
基
準
が
平
均
６
・
５
％

最
大
で
10
％
も
下
げ
ら
れ
ま
す
。

過
去
に
例
の
な
い
最
大
の
削
減
で

す
。

!

　
生
保
基
準
額
が
引
き
下
げ
ら
れ

る
と
、
そ
れ
に
準
拠
し
た
医
療
・

福
祉
、
教
育
な
ど
の
制
度
の
基
準

額
が
次
々
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

■
最
低
賃
金
、
老
齢
基
礎
年
金
、

　
住
民
税
の
課
税
基
準

■
国
保
の
保
険
料
、
医
療
費
の
減

　
免
制
度

■
介
護
保
険
料
、
障
が
い
者
の
医

　
療
費
減
免
制
度

■
市
営
住
宅
の
家
賃
の
減
免
制
度

■
義
務
教
育
の
就
学
援
助
や
高
校

　
授
業
料
の
減
免
制
度

■
保
育
料
や
出
産
の
費
用
が
安
く

　
な
る
入
院
助
産
の
費
用

■
住
民
税
や
固
定
資
産
税
の
減

　
免
制
度
、
差
し
押
え
の
禁
止

　
基
準

生活保護基準　３年間で順次引き下げ
　就労　　　　就労指導を強め、申請
　　　　　　　却下、打ち切りをする 
　医療費　　　窓口自己負担導入など
　　　　　　　で医療費を減らす
親族の扶養　　扶養義務者に扶養でき
　　　　　　　ない証明義務を課す
不正受給対策　警察官ＯＢ配置や預貯
　　　　　　　金調査などを強める
　住宅　　　　家賃や敷金の引き下げ


